
≪参考≫ 

○ ひとり親家庭医療費窓口無料化の流れ 

現     行 

（償還払い） 

改     正     後 

（窓口無料） 

【対象】 

 

 

【対象】 

 

 ・社会保険加入者 

 ・健康保険組合加入者 

【対象】 

 

・国民健康保険加入者（市内） 

・国民健康保険組合加入者（市内・21,000 円未満） 

 

 

 

受診 

資格者証提示 

助成申請書を提出 

医療費を支払う 

医療機関 

     

 

②助成申請書に証明し、 

市へ郵送 

 

市役所 

 

③受診月の２ヶ月後に、 

自己負担 1,000 円を除いた医療

費を、受給者へ支給する 

 

 

 

 

 

 

 

 

受診 

資格者証提示 

             助成申請書の提出不要 

医療費は支払わない 

医療機関 

   

② 病院、薬局は支払基金に 

   診療報酬を請求します。 

③支払基金は病院、薬局に 

  １０割分を支払います。 

 

支払基金 

            

 

 

④支払基金は 

           ７割分を保険者に、 

           ３割分をこども家庭課に 

           請求します。 

 

 

 

 

 

 

受診 

資格者証提示 

助成申請書を提出 

             医療費は支払わない 

医療機関 

 

 

 

 

 

②助成申請書に証明し、 

市へ郵送 

 

市役所 

 

③受診月の約２カ月後に、 

医療費を、医療機関に支払う 

 

 

 こども家庭課

 こども家庭課

保険者

保険者

 こども家庭課

 こども家庭課

 こども家庭課

 こども家庭課

受給者（患者） 

 

受給者（患者） 

 

① ① 

受給者（患者） 

 

① 

償還払い償還払い償還払い償還払い    現物給付・支払基金委託現物給付・支払基金委託現物給付・支払基金委託現物給付・支払基金委託    受領委任払い受領委任払い受領委任払い受領委任払い    

※例外※例外※例外※例外    

国保加入者で市外受診の場合及び国保

組合加入者で、市外及び 21,000 円以

上並びに社保で県外受診の請求に関し

ては、現行通り償還払いとなります。 


